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システム利用上の注意 

 

 

１.必ず申請の手引きをダウンロードし、よく読んでから電子申請システムへの入力を行ってください。 

また、入力終了後、別送書類を期限までに必ず郵送してください。 

＊別送書類の郵送がないと申請手続が終了せず、受付けができませんので注意してください。 

利用手引URL：http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/www/guide/manual/03_sousa_hanyo.pdf 

    

２.ログアウトについて  

セキュリティの問題上、使用後は必ずブラウザを閉じてください。 

 

３.ブラウザの制限 

ブラウザの戻る，中止，再読込等のボタンは押さないようにしてください。 

 

４.データの保存について 

一つの画面で３０分以上の時間が経過しますと、サーバから強制的に切断されます。切断される

と再度ログインが必要となり、入力中のデータは保存されておらず、再入力が必要となります。 

申請のページにある、データ保存のボタンをクリックしデータを保存するようにしてください。 

 

 

 

 

 

５.複数画面でのご利用について  

原則として、Ctrl+N もしくは 「ファイル(F)」→「新規作成(N)」→「ウィンドウ(W)」等の操作により複

数画面を起動し、複数画面で電子申請システムを使用しないようにしてください。使用した場合は、

動作の保障はされません。 

 

６.ポップアップブロックについて 

電子申請システムを利用される際には、必ずブラウザのポップアップブロック機能を解除した状態

で御利用ください。 

設定方法は以下をご覧ください。 

 http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/www/guide/manual/06_popup_block.pdf 

 

７信頼済みサイトの設定について 

電子申請システムを利用される際には、必ず信頼済みサイトの設定を行った上で御利用ください。 

設定方法は以下をご覧ください。 

 http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/www/guide/manual/07_vista_riyo.pdf 
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第１章 申 請 

 

１．申請の流れ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

以下の画面の流れに沿って申請手続きを行ってください。 
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２．操作方法 
 

（１）案内画面 
 

 

 
                                       案内画面 

京都府ホームページ「指名競争入札参

加資格の右上メニューから 
申請内容の変更 

「建設工事」欄をクリックして、次画面

に進んでください。 
 
 

アドレス 

 http://www.pref.kyoto.jp/shimei/index.html 
  

                                 

 
                                       「測量等業務指名競争入札参加資格審査申

請書の記載内容の変更について」 

 

 

 

 

 

 
                                       ・上記画面下に「電子申請変更届システムへ

の入り口」を掲載しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            アドレス 

                                            

http://www.shinsei.elg-front.jp/

kyoto/navi/procInfo.do?govCod

e=26000&procCode=1094 

 

 

入札参加資格申請についての案内を掲載しています。 

・画面中程に「電子申請」 

「取扱照会」を掲載しています。 

 

・
・
・ 
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（２）ログイン 

 
 
 
 
 

【申請者ログイン画面】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 項目 表示内容・操作説明 

(1) 

 
申請者ＩＤ ８桁のＩＤを入力してください。 

(2) パスワード 
８桁のパスワードを入力してください。 

なおパスワードはすべて●で表示されます。 

 

(3) 

 
 

電子申請システムを利用するために、申請者ＩＤとパスワードを入

力した後でクリックしてください。 

 
◆ 申請者ＩＤ，パスワードともに、半角の英数字になっています。大文字と小文字の違いに注意してくだ

さい。 

 

電子申請システムを利用するために、申請者ＩＤとパスワードを入力し、

をクリックしてください。 

(1)

(2)

(3)
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（３）変更届入力 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更届入力画面①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更届に必要事項を入力します。 

 表示された内容を確認の上、必要事項を入力してください。なお初期表示される内容

は、平成２４年  月  日時点での情報です。 

 ［必須］と記載された項目は必ず入力してください。 

 画面下方にも入力する欄がありますので、入力もれがないようにしてください。 

(5) 

(7) 

(6) 

(4) 

(1) 

(3) (2) 

(5) 
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 項目 表示内容・操作説明 

(1) 申請先［必須］ 申請先（各土木事務所又は指導検査課）を選択してください。 

(2) 特殊文字［必須］ 

商号，名称，所在地の漢字について、外字，俗字等のコンピュータ

で対応できない場合、コンピュータの対応漢字に置き換えて入力し

てください。 

この場合、該当の文字について、「特殊文字置き換え表」を別途郵

送してください。 

(3) 商号または名称［必須］ 

商号または名称について、初期表示された内容が異なる場合、上

書き修正してください。 

（「かぶしきかいしゃ」，「ゆうげんがいしゃ」等のふりがなは不要で

す。） 

(4) 代表者氏名［必須］ 
代表者氏名について、初期表示された内容が異なる場合、上書き

修正してください。 

(5) 建設業許可番号 
建設業許可番号について、初期表示された内容が異なる場合、上

書き修正してください。 

(6) 
主たる営業所の所在地

［必須］ 

主たる営業所の所在地について、初期表示された内容が異なる場

合、上書き修正してください。 

(7) メールアドレス［必須］ 
補正の通知・申請受付完了のメール受信等に使用しますので、本

申請内容を熟知している方のメールアドレスを記入してください。 
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【変更届入力画面②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(8) 商号または名称の変更 

商号，名称に変更があった場合に記入します。 

（「かぶしきかいしゃ」，「ゆうげんがいしゃ」等のふりがなは不要で

す） 

法人の場合、変更後の商業登記簿謄本（写し可）を別送してくださ

い。 

変更する項目をチェックし変更前，変更後の詳細と変更年月日を入力してください。 

 必要事項の入力後は、 次 へ のボタンをクリックしてください。 
 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) (12) (13) (14) (15) 
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(9) 
主たる営業所の所在地の

変更 

主たる営業所の所在地に変更があった場合に記入します。 

法人の場合、変更後の商業登記簿謄本（写し可）を別送してくださ

い。 

 

(10) 

 

電話番号の変更 
電話番号に変更があった場合に記入します。 

電話番号を市外局番から入力してください。 
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画
面
を
ス
ク
ロ
ー
ル
し
ま
す
。 

【変更届入力画面③】 

 

(11) 

(12) 

(15) 

(13) 

(14) 

(16) 

(18) 
 

(17) (19) (20) (21) 
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 項目 表示内容・操作説明 

(11) 
代表者の変更 代表者の変更があった場合に記入します。 

変更後の商業登記簿謄本（写し可）を別送してください。 

 

(12) 

代表者の氏名の変更 婚姻等により、代表者の氏名に変更があった場合に記入しま

す。 

(13) 

資本金額（出資総額）の変更 資本金額に変更があった場合に記入します。 

法人の場合、変更後の商業登記簿謄本（写し可）を別送してくだ

さい。 

(14) 

建設許可番号・許可年月日

及び許可区分の変更 

建設許可番号・許可年月日及び許可区分に変更があった場合

に記入します。なお、業種を記入される場合には、別表「建設業

の種類」の略称を使用してください。 

許可通知書の写し又は許可証明書を別送してください。 

(15) 
受任者情報の変更 受任者情報に変更があった場合に記入します。 

年間委任状を別送してください。 

(16) その他 上記以外の情報に変更があった場合に記入します。 

(17) 
 

戻る 
クリックすると申請者ログイン画面へ戻ります。 

(18) 

 

 

データ読込 

 

一時保存したデータを読み込みます。 

クリックすると以下の画面が表示されますので、データ保存で保

存したファイルを選んで 開く をクリックしてください。なおこの

システムのデータ保存で保存したファイルしか、読み込みできま

せん。 
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(19) 

 

 

 

 

 

 

データ保存 

申請データを保存します。 

クリックすると、以下の画面が表示されますので、任意のファイ

ル名を入力し、保存する場所を選んで 保存 をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

(20) 

 

 

  中 止   

申請入力を終了します。 

申請データを保存していない場合、それまで入力したデータは

失われますので 

注意してください。 

 

(21) 

 

  次 へ   

 

必要事項の入力後、クリックすると送信確認画面に移ります。 
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（４）送信確認 

 

 

【送信確認画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力した申請書を確認の上、京都府あてに送信します。 

～ 省 略 ～ 

(2 (

(

(1) 

(3) (2) 
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 項目 表示内容・操作説明 

(1) 申請内容確認 

入力した申請書の内容が表示されます。内容を確認の上、必要

であれば  をクリックし印刷画面を表示して印刷し

てください。 

(2) 
 

入力内容を訂正したい場合にクリックすると、申請書入力画面に

戻ります。 

(3) 
 

確認した内容に誤りがなければ、クリックして申請した内容を送

信してください。 

到達確認通知画面に移ります。 
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（５）到達確認通知 

 

 

 

 

 

【到達確認通知画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 
到達番号・問合せ番号・到

達日時等 

別送書類の郵送や取扱状況照会を行う際に必要となる項目で

す。この画面を必ず印刷または保存してください。 

(2) 
 

到達確認通知印刷 

この画面を印刷します。 

クリックすると印刷設定画面が表示されますので、必要な項目を

指定の上、印刷してください。 

用紙はＡ４縦です。 

 

 

 

申請書が京都府に到達したことを確認します。 

 この画面の内容は、別送書類の郵送や取扱状況照会で必要となりますので、必ず印刷ま

たは保存を行ってください。 

 印刷する場合、保存用と別送書類添付用に２部印刷してください。 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
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(3)  
到達確認通知保存 

この画面を保存します。 

クリックするとファイルのダウンロード画面が表示されますので、

ファイルを保存する場所を指定して保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

「印刷」または｢保存｣を行った後、このボタンをクリックすると申

請書入力作業は終了します。 

 

 

入力作業が終了しても、別送書類の郵送がないと申請手続が終了せず、受付が

できませんので注意してください。 
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第２章 取扱状況照会・受付結果通知等 

 

１．取扱状況照会・受付結果通知等の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章の変更手続と別送書類を郵送した後、申請の取扱状況の確認や、申請内容の補正，

受付結果通知の確認等を行います。 
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２．操作方法 

（１）案内画面……第 1 章４ページを参照してください。 

（２）取扱状況照会 

 

 

 

 

【取扱状況照会画面①】 

 
 

【取扱状況照会画面②】 

 
 

 

 

 

 

をクリックし、取扱状況照会画面を表示してください。 

申請の取扱状況を照会するために、到達番号と問合せ番号を入力し、  を

クリックしてください。 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(4) 
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 項目 表示内容・操作説明 

(1) 

 

 

到達番号と問合せ番号で申請の取扱状況を照会するために、ク

リックしてください。 

(2) 到達番号・問合せ番号 

申請時に発行された到達番号と問合せ番号を入力してください。

いずれも半角の英数字になっていますので、大文字と小文字の

違いに注意してください。 

(3) 
 

案内画面（４ページ）に戻ります。 

(4) 
 

申請の取扱状況を照会するために、到達番号と問合せ番号を入

力した後、クリックしてください。 
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（３）取扱状況詳細と受付結果通知 

 

 

 

 

 

 

 

【取扱状況詳細画面①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の取扱状況を確認できます。 

 申請内容の補正を行います。（京都府から補正について連絡があった場合のみ） 

 申請内容と別送書類について、京都府の照会作業が終了すると「受付結果通知」を確

認できます。 

 申請内容の取下げを行うこともできます。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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 項目 表示内容・操作説明 

 

(1) 

 

取扱状況 「到達」「受付開始」「受付終了」等、申請の取扱状況が表示され

ます。 

 

(2) 

 

受付部署 申請・届出の受付部署を表示します。 

(3) 申請書類一覧 

クリックすると「申請書類一覧」の画面に移ります。 

 

 

 

①「表示」：提出した申請書の内容が別画面で表示されます。 

②「戻る」：「取扱状況詳細」画面に戻ります。 

＊①で表示，取得できる内容は、１３ページの（１）と同じです。 

 

(4) 
受付結果通知① 

（通知書類一覧） 

＊ 申請内容と別送書類について、京都府の照合作業が終了す

ると、「受付結果通知」が確認できるようになります。 

 

クリックすると、「通知書類一覧」の画面に移ります。 

 

 

 

①「表示」：「受付結果通知」が別画面で表示されます。 

②「戻る」：「取扱状況詳細」画面に戻ります。 

 

京都府からの「受付結果通知」が表示されます。 

受付が受理されていることを確認してください。 

 

 

 

【申請書類一覧】

【通知書類一覧】

① 
② 

① 

② 
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「印刷」：この画面を印刷します。 

クリックすると印刷設定画面が表示されますので必要な項目を 

設定の上、印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・この「受付結果通知」は、申請内容と別送書類について京都府の照合作業が終

了したことをお知らせするものです。 

・「審査結果通知」（格付通知）については、各申請者あてに後日通知します。 

 

 

【受付結果通知】

受付結果通知② 

（受付結果通知） 

(4) 
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【取扱状況詳細画面②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付結果通知前に必要な場合は、申請内容の補正，取下げを行うことができます。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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 項目 表示内容・操作説明 

(1)  

申請の取扱状況の履歴を表示します。 

 
 

(2) 

  

申請内容の補正や取下げを行うことができます。 

・補正：２５ページ（４）の説明を参照してください。 

 （京都府から補正について連絡があった場合のみ、操作が

可能です。） 

(3)  
申請内容の取下げを行うことができます。 

・申請取下げ：３０ページ（５）の説明を参照してください。 

(4) 
 

取扱状況照会画面を終了し、案内画面（４ページ）に戻りま

す。 
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（４）申請内容補正 

 

 

 

【申請内容補正画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 職員通信欄 

補正の期限や内容（通信欄に記載）を確認し、期限までに必ず

補正してください。補正しない場合、申請手続が終了せず受付が

できませんので注意してください。 

 

(2) 
申請書類一覧 

「表示」：提出した申請書の内容が別画面で表示されます 

 

 

(3)  

申請内容補正画面が表示されますので、「変更届入力」（６ペー

ジ）を参照し補正入力をしてください。 

入力後に 次 へ をクリックすると、送信確認画面に移ります。 

京都府から申請内容の補正について、メール等で連絡があった場合、申請者が補正入力を行いま

す。 

(1) 

(2) 

(3) (4) 
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(4) 

 

 
 

取扱状況詳細画面に戻ります。 
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【送信確認(補正)画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正入力した申請内容を確認の上、京都府あてに送信します。 

(1) 

(3) (4) 

(2) 

～ 省 略 ～ 
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 項目 表示内容・操作説明 

 

(1) 

 

補正内容確認 

補正した申請内容が表示されます。内容を確認の上、必要であ

れば  をクリックし印刷画面を表示して印刷してく

ださい。 

(2) 通信欄 
補正した内容を入力してください。 

例：「代表者氏名を修正しました。」 

(3) 
 

入力内容を訂正したい場合にクリックすると、補正入力画面に戻

ります。 

(4) 
 

確認した内容に誤りがなければ、クリックして補正した内容を送

信してください。 

処理終了（補正申請）画面に移ります。 
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【到達確認通知（補正）画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面・操作の詳細については、第 1 章 １５ページを参照してください。 

 

補正内容が京都府に到達したことを確認します。 
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（５）取下げ申請 

 

 

 

【取下げ申請入力画面①】 

 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 通信欄 必要に応じて通信欄に入力してください。 

 

申請した内容の取下げ申請を行います。 

(1) 
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【取下げ申請入力画面②】 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(2) 別送書類 
すでに別送した書類があれば記入してください。なければ「な

し」と記入してください。 

(3) 
 

 戻る  取扱状況詳細画面（２０ページ）に戻ります。 

(4) 
 

 次へ  必要事項の入力後、クリックすると送信確認画面に移ります。

 

(2) 

(3) (4) 
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【送信確認画面(取下げ)画面】 

 

 

 

 項目 表示内容・操作説明 

(1) 取下げ内容確認 

入力した取下げ申請書の内容が表示されます。内容を確認の

上、必要であれば  をクリックし印刷画面を表示し

て印刷してください。 

(2) 
 

入力内容を訂正したい場合にクリックすると、取下げ申請画面に

戻ります。 

(3) 
 

確認した内容に誤りがなければ、クリックして申請した内容を送

信してください。 

処理終了（取下げ）画面に移ります。 

取下げ申請した内容を確認の上、京都府あてに送信します。 

(3) (2) 

(1) 

～ 省 略 ～ 
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【到着確認通知（取り下げ）画面】 

 

 

画面・操作の詳細については、第 1 章 １５ページを参照してください。 

 

 

取下げ申請内容が京都府に到達したことを確認します。 


